
図書貸出対象 

北九州市内または図書館広域利用市町村内(※1)に居住する人 

北九州市内の学校に在学する人 

北九州市内の事業所等に在職する人 

※1.下関市・直方市・中間市・行橋市・豊前市・宮若市・芦屋町・水巻町・

岡垣町・鞍手町・小竹町・みやこ町・吉富町・築上町・上毛町 

※2.出張等の一時的な滞在者は登録不可 

 

 

図書貸出冊数 

1 回につき 5 冊まで 

 

 

図書貸出期間 

2 週間 

※継続利用は 2 週間延長を 1 回のみ可 

 

 

図書貸出方法 

貸出対象者であることを証明するもの(住所等確認ができるもの)をご持参

下さい。図書利用者カードを作成いたします。（例：運転免許証、健康保険

証、社員証、学生証など） 


